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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

回次
第72期

第２四半期連結
累計期間

第73期
第２四半期連結

累計期間
第72期

会計期間
自 2019年４月１日
至 2019年９月30日

自 2020年４月１日
至 2020年９月30日

自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

売上高 (千円) 42,900,709 34,994,817 85,762,259

経常利益 (千円) 1,733,582 939,460 3,600,118

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 1,437,011 283,595 2,504,409

四半期包括利益
又は包括利益

(千円) 807,059 △622,514 1,874,351

純資産額 (千円) 74,056,715 71,742,157 74,155,837

総資産額 (千円) 93,600,883 89,161,617 94,542,970

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 59.56 11.86 103.80

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 79.1 80.5 78.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 3,337,238 4,047,115 6,822,205

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,294,017 759,316 △1,746,803

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,490,879 △2,059,885 △2,501,865

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 9,547,771 15,159,738 12,720,772

回次
第72期

第２四半期連結
会計期間

第73期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自 2019年７月１日
至 2019年９月30日

自 2020年７月１日
至 2020年９月30日

１株当たり四半期純利益
又は四半期純損失(△)

(円) 19.56 △7.96

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期（当期）

純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

４ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な

変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

①経営成績

当第２四半期連結累計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）における世界経済は、新型コロナウイルス

感染症（COVID-19）の拡大の影響により経済活動が停滞しました。中国では感染症の収束とともに、景気も回復基

調となりましたが、欧州では感染症の再拡大により予断を許さない状況となっております。また、米中貿易摩擦の

長期化・深刻化等の景気下振れ要因も併存しており、先行きは不透明感が増す状況が続いております。

日本経済におきましては、緊急事態宣言が解除され段階的に経済活動が再開されたことにより、景気は持ち直し

の動きが見られましたが、依然として感染症再拡大のリスクが残り、景気低迷の長期化が懸念される状況となって

おります。

このような状況の中、当社グループにおきましても、新型コロナウイルス感染症の影響により中国及び東南アジ

アにおいて受注が大きく減少しましたが、感染拡大防止に努めるとともに、業務効率化、自動化の推進及び固定費

削減に努めてまいりました。

この結果、売上高は34,995百万円（前年同期比81.6％）となり、営業利益は779百万円（前年同期比48.9％）、経

常利益は939百万円（前年同期比54.2％）となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、天馬皇冠精

密工業（蘇州）有限公司の解散及び清算手続きの開始に伴い発生した関係会社整理損等を計上した結果、284百万円

（前年同期比19.7％）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

　

（日本）

ハウスウエア合成樹脂製品分野及び関連商品においては、緊急事態宣言解除後も、引き続き在宅勤務や自主的な

外出自粛から自宅で過ごす時間が長くなる人が多くみられ、日用品需要が急増したホームセンターでの販売を中心

に売上が増加しました。一方、工業品合成樹脂製品分野の受注につきましては、車両及び電機電子関連において新

型コロナウイルス感染拡大の影響から取引先の減産調整により売上が減少しました。

利益面につきましては、ハウスウエア合成樹脂製品の売上が好調となったこと及び前期から取り組んでいる物流

の最適化等の実施により前年同期比で増益となりました。

この結果、当セグメントの売上高は、11,342百万円（前年同期比97.9％）となり、セグメント利益（営業利益）

は795百万円（前年同期比191.1％）となりました。

（中国）

工業品合成樹脂製品分野においては、新型コロナウイルス感染症の影響による取引先の生産調整が続いているこ

とから、天馬精密注塑(深圳)有限公司を中心に売上が減少しました。また、天馬皇冠精密工業(蘇州)有限公司の解

散及び清算手続きの開始に伴い取引先へ受注製品の返却を進めていることから売上が減少しました。ハウスウエア

合成樹脂製品分野においては、ＥＣ販売は堅調に推移しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響からリアル店

舗での販売が減少し売上は微減となりました。利益面につきましては、売上の減少及び工場の稼働減少により前年

同期を下回る結果となりました。なお、新型コロナウイルス感染症の影響による工場の稼働停止期間の固定費につ

きましては特別損失に計上しております。

この結果、当セグメントの売上高は、8,471百万円（前年同期比68.4％）となり、セグメント利益（営業利益）は

368百万円（前年同期比58.0％）となりました。
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（東南アジア）

東南アジアの各拠点においては、本年３月頃から新型コロナウイルス感染症の影響が出始めており、その影響が

長期化している状況となっております。このような状況の中、工業品合成樹脂製品分野において、新型コロナウイ

ルス感染症の影響による取引先の生産調整により売上が大幅に減少しました。利益面につきましては、工場の稼働

減少に伴う固定費負担を減少させるため経費削減に努めましたが、生産調整による減収を吸収しきれず、前年同期

を大きく下回る結果となりました。

この結果、当セグメントの売上高は、15,182百万円（前年同期比80.2％）となり、セグメント利益（営業利益）

は245百万円（前年同期比23.9％）となりました。

　

② 財政状態の分析

（資産）

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて5,381百万円減少し、89,162百万円となり

ました。これは、建物及び構築物（純額）が1,115百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が4,052百万円、機

械装置及び運搬具（純額）が858百万円、現金及び預金が854百万円、それぞれ減少したこと等によります。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて2,968百万円減少し、17,419百万円となり

ました。これは、支払手形及び買掛金が2,591百万円減少したこと等によります。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2,414百万円減少し、71,742百万円とな

りました。これは、為替換算調整勘定が1,200百万円減少し、控除項目である自己株式が823百万円増加したこと等

によります。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて2,439百万円増加し、

15,160百万円（前年同期は9,548百万円）となりました。

　

　各活動別のキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

仕入債務の減少2,402百万円、法人税等の支払額333百万円等がありましたが、減価償却費1,929百万円、売上債権

の減少4,474百万円等があり、4,047百万円の増加（前年同期は3,337百万円の増加）となりました。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

定期預金の預入19,691百万円、有形固定資産の取得2,407百万円等の支出がありましたが、定期預金の払戻22,825

百万円等の収入があり、759百万円の増加（前年同期は2,294百万円の減少）となりました。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

配当金の支払額967百万円、自己株式の純増減額905百万円等の支出があり、2,060百万円の減少（前年同期は

1,491百万円の減少）となりました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び

新たに生じた課題はありません。

　

(4) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、172百万円であります。
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(5) 経営方針・経営戦略等

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 77,153,900

計 77,153,900

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2020年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2020年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 26,813,026 26,813,026
東京証券取引所
（市場第一部）

完全議決権株式かつ、権利内
容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であり、
単元株式数は100株でありま
す。

計 26,813,026 26,813,026 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2020年９月30日 ― 26,813,026 ― 19,225,350 ― 4,924,500
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(5) 【大株主の状況】

2020年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社カネダ興産 千葉県市川市須和田２丁目16番３号 2,924 12.35

有限会社ビー・ケー・ファイナンス 東京都北区赤羽１丁目40－２ 2,420 10.22

株式会社ツカサ・エンタープライズ 東京都中野区東中野１丁目13－21 1,978 8.35

THE BANK OF NEW YORK -
JASDECTREATY ACCOUNT
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済
営業部)

AVENUE DES ARTS 35 KUNSTLAAN,
1040 BRUSSELS,BELGIUM
(東京都港区港南２丁目15－１ 品川イン
ターシティＡ棟)

916 3.87

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２丁目11番３号 835 3.53

金 田 保 一 東京都新宿区 811 3.43

株式会社日本カストディ銀行（信託
口 ）

東京都中央区晴海１丁目8-12 805 3.40

司 治 東京都中野区 794 3.35

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
505103
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済
営業部)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U.S.A
(東京都港区港南２丁目15－１ 品川イン
ターシティＡ棟)

717 3.03

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
505103
(常任代理人 香港上海銀行東京支店カ
ストディ業務部)

ONE LINCOLN STREET,BOSTON MA USA
02111
(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

701 2.96

計 ― 12,904 54.49

(注) １ 当社は、自己株式3,130千株を所有しておりますが、上記大株主の状況には含めておりません。なお、「役

員向け株式交付信託」に係る信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式

33千株は自己株式には含めておりません。

２ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数

は、全て各社が信託を受けているものです。

３ 2019年８月15日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、ダルトン・インベ

ストメンツ・エルエルシーが2019年８月９日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、

当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状

況には含めておりません。

なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ダルトン・インベストメンツ・
エルエルシー

米国カリフォルニア州90404、サンタモ
ニカ市、クロバーフィールド・ブルヴァ
ード1601、スイート5050Ｎ

3,535 13.19
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 3,130,900

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

236,556 同上
23,655,600

単元未満株式
普通株式

― 同上
26,526

発行済株式総数 26,813,026 ― ―

総株主の議決権 ― 236,556 ―

(注) １ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式33,997株（議

決権の数339個）が含まれております。

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式51株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

2020年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
　 天馬株式会社

東京都北区赤羽
一丁目63番６号

3,130,900 ― 3,130,900 11.68

計 ― 3,130,900 ― 3,130,900 11.68

（注） 役員向け株式交付信託が保有する当社株式は、上記自己株式には含めておりません。

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間の役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2020年７月１日から2020年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表

について、監査法人ハイビスカスにより四半期レビューを受けております。

なお、当社の監査人は次の通り異動しております。

第72期連結会計年度 有限責任 あずさ監査法人

第73期第２四半期連結会計期間および第２四半期連結累計期間 監査法人ハイビスカス
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 30,995,694 30,142,098

受取手形及び売掛金 16,897,456 12,845,387

商品及び製品 2,636,264 2,656,634

仕掛品 661,842 644,413

原材料及び貯蔵品 3,664,622 3,129,663

その他 1,588,130 1,515,258

貸倒引当金 △1,941 △1,743

流動資産合計 56,442,067 50,931,709

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 12,722,636 13,837,573

機械装置及び運搬具（純額） 10,269,389 9,411,251

使用権資産 3,806,795 3,534,284

その他 3,736,058 3,369,358

有形固定資産合計 30,534,878 30,152,465

無形固定資産 3,001,982 2,915,141

投資その他の資産

投資有価証券 3,062,957 3,536,973

退職給付に係る資産 1,017,061 1,028,052

繰延税金資産 60,147 214,543

その他 430,528 389,299

貸倒引当金 △6,650 △6,566

投資その他の資産合計 4,564,043 5,162,301

固定資産合計 38,100,903 38,229,907

資産合計 94,542,970 89,161,617

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,127,927 6,536,486

未払法人税等 337,519 403,413

賞与引当金 920,636 840,861

租税関連費用引当金 150,141 149,872

関係会社整理損失引当金 － 232,974

その他 4,340,681 4,154,855

流動負債合計 14,876,904 12,318,461

固定負債

長期未払金 256,695 22,531

役員株式給付引当金 99,324 31,670

退職給付に係る負債 329,505 339,933

リース債務 3,599,482 3,388,478

資産除去債務 218,557 220,356

繰延税金負債 1,006,665 1,026,581

事業構造改善引当金 － 71,451

固定負債合計 5,510,229 5,101,000

負債合計 20,387,133 17,419,460
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 19,225,350 19,225,350

資本剰余金 17,531,538 17,531,538

利益剰余金 39,298,419 38,614,088

自己株式 △3,954,500 △4,777,740

株主資本合計 72,100,807 70,593,236

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 229,092 544,652

為替換算調整勘定 1,664,951 464,960

退職給付に係る調整累計額 160,913 139,241

その他の包括利益累計額合計 2,054,956 1,148,853

非支配株主持分 74 67

純資産合計 74,155,837 71,742,157

負債純資産合計 94,542,970 89,161,617
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 42,900,709 34,994,817

売上原価 35,631,076 28,474,493

売上総利益 7,269,633 6,520,324

販売費及び一般管理費 ※1 5,677,444 ※1 5,741,680

営業利益 1,592,189 778,644

営業外収益

受取利息 79,738 82,350

受取配当金 66,209 65,963

持分法による投資利益 12,311 －

為替差益 － 8,842

その他 63,073 94,564

営業外収益合計 221,332 251,718

営業外費用

支払利息 14,818 41,728

売上割引 43,421 42,852

持分法による投資損失 － 1,175

為替差損 20,659 －

その他 1,042 5,147

営業外費用合計 79,939 90,902

経常利益 1,733,582 939,460

特別利益

固定資産売却益 113,023 19,847

補助金収入 － 19,755

特別利益合計 113,023 39,602

特別損失

固定資産売却損 7,910 1,858

固定資産除却損 41,026 4,226

関係会社整理損 － ※2 263,751

事業構造改善引当金繰入額 － ※3 71,451

新型コロナウイルス感染症関連損失 － ※4 187,748

特別損失合計 48,935 529,034

税金等調整前四半期純利益 1,797,670 450,027

法人税等 360,656 166,435

四半期純利益 1,437,013 283,592

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

2 △3

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,437,011 283,595
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 1,437,013 283,592

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,737 315,560

為替換算調整勘定 △586,146 △1,178,348

退職給付に係る調整額 △35,071 △21,672

持分法適用会社に対する持分相当額 － △21,647

その他の包括利益合計 △629,954 △906,107

四半期包括利益 807,059 △622,514

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 807,057 △622,507

非支配株主に係る四半期包括利益 2 △7
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,797,670 450,027

減価償却費 1,920,843 1,929,421

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,793 △69,505

貸倒引当金の増減額（△は減少） △970 △198

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 18,883 △67,654

租税関連費用引当金の増減額（△は減少） 2,290 2,234

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － 71,451

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） － 232,974

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △66,726 △42,218

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △11,396 22,064

受取利息及び受取配当金 △145,948 △148,313

支払利息 14,818 41,728

為替差損益（△は益） △2,326 60,436

固定資産除却損 41,026 4,226

固定資産売却損益（△は益） △105,114 △17,989

売上債権の増減額（△は増加） 1,451,529 4,474,426

たな卸資産の増減額（△は増加） 403,300 431,936

仕入債務の増減額（△は減少） △1,075,945 △2,402,255

持分法による投資損益（△は益） △12,311 1,175

その他 △621,285 △770,466

小計 3,591,545 4,203,500

利息及び配当金の受取額 159,362 176,485

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △413,670 △332,870

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,337,238 4,047,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △25,618,039 △19,690,629

定期預金の払戻による収入 25,970,212 22,825,409

有形固定資産の取得による支出 △2,650,277 △2,407,407

有形固定資産の売却による収入 122,395 51,863

有形固定資産の除却による支出 △32,816 △4

無形固定資産の取得による支出 △22,732 △18,609

無形固定資産の売却による収入 2,579 34

投資有価証券の取得による支出 △65,600 △1,575

貸付けによる支出 △152 △441

貸付金の回収による収入 414 675

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,294,017 759,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加） △385 △905,435

配当金の支払額 △1,449,358 △967,007

リース債務の支払額 △41,136 △187,443

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,490,879 △2,059,885

現金及び現金同等物に係る換算差額 △92,198 △307,580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △539,856 2,438,966

現金及び現金同等物の期首残高 10,087,626 12,720,772

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 9,547,771 ※ 15,159,738
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

　

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

項目
当第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

１ 税金費用の計算 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年

度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を

合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗

じて計算しております。

(追加情報)

（新型コロナウイルスの感染拡大の会計上の見積りに与える影響）

新型コロナウイルスの感染拡大は、経済や企業活動に広範な影響を与える事象であり、当社グループの一部の拠点

においても、各国政府からの感染拡大抑制の指示による移動等の自粛や取引先での生産調整等から、工場の稼働に影

響が出ております。

新型コロナウイルス感染症の収束時期及び今後の当社グループに対する業績への影響を合理的に予測することは現

時点では困難な状況にありますが、繰延税金資産の回収可能性及び固定資産の減損に関する判断に関しては、現時点

で入手可能な外部の情報源に基づき影響を分析・評価した結果、2021年３月期の一定期間にわたり当該影響が継続す

ると仮定して、会計上の見積りを行っております。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大による影響は不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた場合には、翌四

半期以降の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

（連結子会社の解散）

2020年5月15日開催の取締役会において決議し、2020年3月期決算短信の（重要な後発事象）にて記載いたしました

子会社の解散について、現在精査中としておりました当該解散による損益への影響について算定が完了いたしまし

た。当該連結子会社である天馬皇冠精密工業（蘇州）有限公司の土地収用に伴い、固定資産売却益727百万円及び関係

会社清算益200百万円を2021年3月期連結決算において特別利益として計上する見込みです。

(四半期連結貸借対照表関係)

偶発債務

当社は、2020年３月13日付にて第三者委員会から調査報告書を受領し、当社の海外子会社において税務調査等に

関連して外国公務員に対する複数の金銭交付あるいはその疑いのある行為が行われていた旨の調査結果が報告され

ました（調査報告書（公表版）については2020年４月２日付にて公表しております）。当社としては、ステークホ

ルダーの皆様及び社会からの信頼回復を目指し、全社一丸となって2020年５月１日付にて公表しました再発防止に

取り組んでおります。当該事案に関して、今後、当社に制裁金が科されるおそれがありますが、関連する法的手続

は多くの不確実性及び複雑な要素を含んでおり、現時点でその影響額を合理的に見積ることは困難であるため、四

半期連結財務諸表には反映しておりません。また、海外子会社の所在地国においても現地において類似の制裁金が

科されるおそれがありますが、現時点ではその影響額を合理的に見積ることは困難であるため、四半期連結財務諸

表には反映しておりません。
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(四半期連結損益計算書関係)

※１ 「販売費及び一般管理費」の主な費目及び金額

前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

荷造運搬費 2,165,380千円 2,171,390千円

従業員給料手当 1,208,559千円 1,200,023千円

※２ 関係会社整理損

当社の連結子会社である天馬皇冠精密工業（蘇州）有限公司の解散及び清算手続きの開始に伴い発生したもので

あり、現地従業員への経済補償金（特別退職金）等29,263千円及び関係会社整理損失引当金繰入額234,488千円であ

ります。

※３ 事業構造改善引当金繰入額

当社における取り扱い製品の見直し等による事業構造改善に伴い、今後発生が見込まれる損失に備えるため、合

理的な見積額を事業構造改善引当金繰入額として計上しております。

※４ 新型コロナウイルス感染症関連損失

当社グループの一部の拠点において、各国政府からの感染拡大抑制の指示に従い工場の稼働を停止した期間の固

定費（人件費、減価償却費等）を、新型コロナウイルス感染症関連損失として特別損失に計上しております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

現金及び預金勘定 30,044,291 千円 30,142,098 千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△20,496,520 千円 △14,982,359 千円

現金及び現金同等物 9,547,771 千円 15,159,738 千円
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日　至 2019年９月30日)

　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月27日
定時株主総会

普通株式 1,451,909 60 2019年３月31日 2019年６月28日 利益剰余金

(注) 配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金4,200千円が含まれております。

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年11月８日
取締役会

普通株式 967,931 40 2019年９月30日 2019年12月10日 利益剰余金

(注) 配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金2,800千円が含まれております。

　

(3) 株主資本の著しい変動

自己株式の消却

当社は、2019年２月８日開催の取締役会決議に基づき、2019年６月28日付で、自己株式1,000,000株の消却を

実施いたしました。この結果、当第２四半期連結累計期間において資本剰余金及び自己株式がそれぞれ

1,451,180千円減少しております。

　

当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日　至 2020年９月30日)

　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 967,926 40 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金

(注) 配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金2,800千円が含まれております。

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年11月６日
取締役会

普通株式 947,283 40 2020年９月30日 2020年12月10日 利益剰余金

(注) 配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金1,360千円が含まれております。

　

(3) 株主資本の著しい変動

自己株式の購入

１.2020年５月27日開催の取締役会において決議した、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条の規定に基づく自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）により当社普通株式305,200株を総額

520百万円にて取得し、自己株式が同額増加しました。

２.2020年８月７日開催の取締役会において決議した、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条の規定に基づく自己株式の市場買付により、当社普通株式210,700株を総額385百万円にて取

得し、自己株式が同額増加しました。

この結果、当第２四半期連結累計期間末において、自己株式は4,778百万円となっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日　至 2019年９月30日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

日本 中国 東南アジア 合計

売上高

外部顧客への売上高 11,587,000 12,377,614 18,936,096 42,900,709

セグメント間の内部売上高
又は振替高

47,801 78,882 81 126,763

計 11,634,800 12,456,496 18,936,177 43,027,473

セグメント利益 416,200 633,696 1,025,073 2,074,968

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差

異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 2,074,968

セグメント間取引消去 11,582

全社費用(注) △494,361

四半期連結損益計算書の営業利益 1,592,189

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る費用であります。

当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日　至 2020年９月30日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

日本 中国 東南アジア 合計

売上高

外部顧客への売上高 11,341,860 8,470,728 15,182,229 34,994,817

セグメント間の内部売上高
又は振替高

46,691 132,882 ― 179,573

計 11,388,551 8,603,610 15,182,229 35,174,390

セグメント利益 795,497 367,760 245,176 1,408,433

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差

異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,408,433

セグメント間取引消去 △261

全社費用(注) △629,528

四半期連結損益計算書の営業利益 778,644

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る費用であります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

１株当たり四半期純利益 59円56銭 11円86銭

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 1,437,011 283,595

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(千円)

1,437,011 283,595

普通株式の期中平均株式数(株) 24,128,426 23,918,251

(注) １ 株式資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益の

算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。１株当たり四半期純利益の算

定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第２四半期連結累計期間70,000株、当第２四半期連結

累計期間58,171株であります。

２ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

第73期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）中間配当については、2020年11月６日開催の取締役会において、

2020年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額 947,283千円

② １株当たりの金額 40円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2020年12月10日

　(注) 配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金1,360千円が含まれております。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2020年11月13日

天馬株式会社

取締役会 御中

監査法人ハイビスカス

東京事務所

指定社員
業務執行社員

公認会計士 髙 橋 克 幸 ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士 丸 木 章 道 ㊞

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている天馬株式会社の

2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2020年７月１日から2020年９月30

日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算

書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、天馬株式会社及び連結子会社の2020年９月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

強調事項

注記事項（四半期連結貸借対照表関係）偶発債務に記載されているとおり、海外子会社における外国公務員に対する

複数の金銭交付あるいはその疑いのある行為に関して、今後、会社に制裁金が科されるおそれがあるが、関連する法的

手続は多くの不確実性及び複雑な要素を含んでおり、現時点ではその影響額を合理的に見積ることが困難であるため、

四半期連結財務諸表には反映していない。また、海外子会社の所在地国においても現地において類似の制裁金が科され

るおそれがあるが、現時点ではその影響額を合理的に見積ることは困難であるため、四半期連結財務諸表には反映して

いない。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

その他の事項

会社の2020年３月31日をもって終了した前連結会計年度の第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間に係

る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監

査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して2020年３月16日付けで無限定の結論を表明して

おり、また、当該連結財務諸表に対して2020年６月25日付けで無限定適正意見を表明している。
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四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない

かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に

おいて四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注

記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企

業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財

務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信

じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長廣野裕彦は、当社の第73期第２四半期（自 2020年７月１日 至 2020年９月30日）の四半期

報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。

　


